
 

熊野市耐震シェルター設置事業費補助金のご案内 

 

                                 熊野市防災対策推進課 

 

地震による住宅の倒壊から高齢者等の生命を守るため、耐震化が経済的に困難な世帯を対象とし

て、市内全域において、耐震シェルター等の設置に要する費用の一部を補助します。 

 

【対象となる耐震シェルター等一覧】                （金額は施工費及び税込み） 

 

  

名称：木質耐震シェルター (25万円) 

業者名：㈱一条工務店 

問合せ先：0120-422-231 

名称：レスキュールーム  

(6帖ベースに３００万円程度) 

業者名：㈲ヤマニヤマショウ 

問合せ先：053-442-2420 

名称：鋼耐震 

 (オーダーメイド価格)) 

業者名：東武ボウサイ㈱ 

問合せ先：0120-81-2104 

   

名称：三重県型「耐震シェルター」 

(40万円程度) 

業者名：三重県木材協同組合連合会

問合せ先：059-228-4715 

名称：ハイルナー(５８万程度) 

業者名：㈱スリー・ユー 

問合せ先：03-3354-1090 

名称：ウッド・ラック(50万程度)

業者名：新光産業㈱ 

問合せ先：0561-86-0591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称：防災ベッド (３２万円程度) 

業者名：㈱宝永工機 

問合せ先：0545-73-0652 

名称：安心ベッド枠 (50万円程度)

業者名：フジワラ産業㈱ 

問合せ先：0120-125-586 

名称：耐圧ﾙｰﾑ型ｼｪﾙﾀｰ 

(50万円程度) 

業者名：㈱ﾑﾈｵ・ｴｽ・ｴｽ・ｴｯｸｽ 

販売代理：㈲エヌ・アイ・ピー 

問合せ先：03-3823-6220 

⑨⑦ ⑧ 

① ② ③

⑤ ④ ⑥ 

施工業者については、三重県型「耐

震シェルター」普及促進協議会が開

催する講習会修了者とします。 



 

 

 

 

 

1．対象者 

熊野市の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する方 

(1) ６５歳以上の高齢者のみの世帯で、世帯全員の所得の合計が、基準額（月額313,000

円）以下の世帯 

(2) 身体障害者手帳（１級～３級）を所持している方が同居する世帯で、世帯全員の所得の

合計が、基準額（月額313,000円）以下の世帯 

 

２．対象住宅 

  次の全ての要件を満たす住宅 

・昭和５６年５月３１日以前に建築（着工）された木造住宅 

・階数が２階以下の住宅 

・対象者の居住の用に供されている住宅 

・熊野市が実施する木造住宅の耐震診断等の結果、評点 0.7 未満と診断された住宅 

・熊野市木造住宅耐震補強事業補助金の交付決定を受けていない住宅 

 

3．対象となる耐震シェルター等 

  表面「対象となる耐震シェルター等一覧」参照……いずれも1階に設置 

（地震発生時に、お住まいの住宅の倒壊から生命を守るための装置で、木質パネル等を設置し

て、一部屋を補強し安全な空間を確保するものと、金属製のフレーム等でベッドの上部を覆い、

ベッド内の人間を保護し就寝中の安全等を確保するものがあります。）  

 

４．補助金の額 

耐震シェルター等の設置に要する費用の３分の２の額（最高２５万円） 

 

５．申請に必要な書類等 

(1) 申請書 

必要事項を記入し、押印。（借家の場合は、家主の承諾も必要です。） 

(2) 対象者であることを証明できる書類 

世帯全員の所得・課税証明書、世帯全員の住民票の写し等、身体障害者手帳などの

コピー 

 (3) 木造住宅耐震診断結果（判定書）の写し 
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《問い合わせ先》 

耐震シェルター設置事業費補助金の対象世帯 


